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  若者は社会を変えるか ～新しい生き方・働き方を考える～  



１、ワーカーズコープ・協同労働とは 

 

協同労働による「仕事おこし・まちづくり」の協同組合 

定義 ～協同労働の協同組合とは 

  協同労働の協同組合とは、働く人々・市民が、みんなで出
資 し、民主的に経営し、責任を分かちあって、人と地域
に役立つ仕事をおこす協同組合です。 

   協同労働とは、働く人どうしが協同し、利用する人と協同し、
地域に協同を広げる労働のことです。 

 

ミッション ～協同労働の協同組合がめざすもの 

  協同労働の協同組合は、 

人のいのちとくらし、人間らしい労働を、最高の価値とします。 

協同労働を通じて「よい仕事」を実現します。 

働く人びと・市民が主人公となる「新しい事業体」をつくります。 

すべての人びとが協同し、共に生きる「新しい福祉社会」を築
きます。 



戦後失業者が大量に溢れ、雇用がなかったとき、国
が直接失業者を雇い、道路整備など公共事業を行
っていた。（失業対策事業） 

その後高度成長期に伴い、国が直接雇用する必要
がないと失業対策事業が打ち切られるなか、地域で
の中高年の働く場所を自分たち自身でつなげようと
事業団運動が全国各地で生まれる。 

 「よい仕事」「民主的改革」を掲げて、モデルとなる事
業団を作ろうとセンター事業団が生まれる。 

病院清掃、生協物流事業を多く受託し、高齢者、障
害者、若者等が就労する。 

 

（１－１）失業対策事業からの立ち上げ 



（１－２）労働者協同組合の概略 

 1844年 ｲｷﾞﾘｽﾛｯﾁﾃﾞｰﾙ世界初の協同組合。 

 1895年 国際協同組合同盟（92ヶ国230組織8億人） 

 1900年 労働者協同組合委員会（39ヶ国57組織） 

 ※ｲﾀﾘｱのﾚｶﾞ、ｽﾍﾟｲﾝのﾓﾝﾄﾞﾗｺﾞﾝでの先進的実践 

 

 1987年～ センター事業団設立、全国事業所拡大 

 1995年～ 高齢者協同組合設立、地域福祉事業開始 

 2002年～ 「協同労働の協同組合」法制化運動開始 

 2004年～ 指定管理者として公共サービスを担う 

 ※連合会全体で270億、5万人就労 



（１－３）ﾜｰｶｰｽﾞｺｰﾌﾟ「７つの原則」「３つの協同」 

３つの
協同 

 第1原則・・・働く人びと・市民が、仕事を
おこし、よい仕事を発展させます。 

  

 第2原則・・・すべての組合員の参加で経
営を進め、発展させます。  

 

 第3原則・・・「まちづくり」の事業と活動を
発展させます。  

 

 第4原則・・・「自立と協同と愛」の人間に
成長し、協同の文化を広げます。  

 

 第5原則・・・地域・全国で連帯し、協同労
働の協同組合を強めます。  

 

 第6原則・・・「非営利・協同」のネットワー
クを広げます。  

 

 第7原則・・・世界の人びとと連帯して「共
生と協同」の社会をめざします。  



２、協同労働による就労支援の実践 

基金訓練講座 障害者職業訓練 まちづくりｻﾎﾟｰﾀｰ講座 

受講生による仕事おこし 地域の方と共に仕事おこし 



①失業者の職業訓練 

・デュアルシステム（実習付職業訓練） 

・基金訓練（給付金付き職業訓練） 

②障害者の職業訓練 

・ホームヘルパー養成講座 

・清掃技術養成講座 

③生活保護受給者支援 

・アスポート（職業訓練付生活相談） 

・パーソナルサポート（伴奏型ワンストップサービス） 

④若者就労支援 

・若者サポートステーション 

※一人ひとりと向きあい、居場所を作り、仲間で支援する。 

（２－１）ワーカーズコープ就労支援の取り組み 



①基金訓練講座（県内５教室、１２９名受講） 

 ・実践演習・社会的事業者ｺｰｽ→３つの仕事おこし 

②ﾍﾙﾊﾟｰ養成講座（泉、平塚教室）１つの仕事おこし 

③県障害者職業訓練講座トライ（精神障害者） 

 ・８名／１３名が実習先等に就労。修了生の会。 

④若者ｻﾎﾟｰﾄｽﾃｰｼｮﾝ（横浜・川崎・相模原）との連携 

 ・実習の受け入れ～組合員就労→３名が就労 

 ・サテライト（湘南サポステ）→１０名が就労 

  清掃、緑化・剪定、農業など就労体験～就労へ 

⑤K２ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ、寿ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ（ﾎｰﾑﾚｽ支援）との連携 

 ・清掃講座の共催（労協が技術講習を担当） 

（２－２）神奈川県内における取り組み 



①事例１（Hさん ３８歳 男性） 

 当初母親に連れてこられ、まったく話せない状態。
働いた経験もまったくなかったが、キレイ好きでサ
テライトの清掃体験に２１回参加し、サーファー施
設で清掃を毎日早朝より働く。 

 

②事例２（Kさん ３６歳 男性） 

 サテライトに４０回参加し就労への意欲を高めるも、
ハローワークでは応募できず。発達障害があると思
われるも手帳はない。３回のジョブトレーニングを
経て、１人現場で週に２日、朝８～１０時働く。 

 

③事例３（Iさん 32歳 男性） 

 以前も障害児関係で働くも、責任者を担い、負担が
重く働けなくなる。協同労働を通じて安心して働け
るようになり、親と共に新たな現場を作り出し、再
度常勤として勤務。 



①関内講座Ⅰ 

 修了生３名による生活総合支援（エアコン清掃、ハ
ウスクリーニング、墓石清掃、遺品整理、ごみ屋敷
等特殊清掃）を平成２３年４月より開始。 

②鎌倉講座 

 修了生３名が片瀬海岸で民家を活用したデイサービ
ス＋高齢者いきがいサロン＋有償移送サービスを平
成２３年１２月に開所。 

③戸塚講座 

 修了生＋老人福祉センター利用者によるデイサービ
ス＋助け合い活動を平成２４年３月に開所。 

④関内講座Ⅱ 

 フロンティアネットと合同で耕作放棄地を活用した
若者・障害者就農、直売所、カフェ（米粉パン）を
平成２４年４月に開所。 

 

（２－３）修了生による仕事おこしの取り組み 



利用者 

仲間 

仕
事
お
こ
し 

地
域
ニ
ー
ズ
調
査 

３
つ
の
協
同
・地
域
懇
談
会 

仕
事
お
こ
し
準
備
会 

職
業
訓
練
講
座 

趣旨書 

 

資金・人 

物件 

事業計画 

収支計画 

地域 

■協同労働による仕事おこしの流れ 



３、今後の展望と課題 



（３－１）制度と切り結んだ新しい挑戦 

①新しい公共を活用した 

 「くらしのサポートプロジェクト」 

 就労困難な若者による高齢者を支える仕事おこし 

 

②緊急雇用を活用した 

 「被災地における復興支援仕事おこし」 

 被災者と職業訓練を通じて被災地での仕事おこし 

 

③この間の実践からの政策提言 

 「公的訓練・就労事業制度」の提案 

 期間限定公共事業で就労＋職業訓練・仕事おこし  





（３－２）Food Energy Care自給圏づくり 



（３－３）社会連帯ネットワークによる仕事おこし 
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